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大
化
改
新
の
詔
で
、
道
路
・
橋
梁
の
国
営
主
義
と
そ
の
無
料
利
用
の
精
神
と
を
明
ら
か
に
し
た
国
家
は
、
令
に
於
て
こ
れ
を
具
体
化
し
た
。

す
な
わ
ち
民
部
省
が
主
務
官
庁
と
し
て
、
全
国
の
道
路
・
橋
梁
を
管
掌
し
、
国
司
が
実
際
の
責
任
者
と
し
て
、
そ
の
経
営
を
掌
っ
た
。
民
衆
の

利
害
に
、
密
接
な
関
聯
を
有
す
る
交
通
路
の
国
営
主
義
は
、
公
地
公
民
制
の
上
に
立
脚
す
る
律
令
国
家
と
し
て
、
当
然
の
政
策
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
さ
ら
に
当
時
の
交
通
者
の
主
体
が
官
吏
か
又
は
国
役
に
赴
く
民
衆
で
あ
り
、
輸
送
物
資
の
殆
ど
全
て
が
国
家
の
貢
納
物
で
あ
り
、

ζ

れ
ら
の
円
滑
な
交
通
・
輸
送
の
上
に
、

は
じ
め
て
律
令
国
家
の
存
続
と
発
展
と
が
約
束
さ
れ
る
限
り
、
国
’
M
小
ば
道
路
・
橋
梁
の
怒
備
に
積
極
的

に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
道
路
妙
橋
梁
の
建
設
に
は
、

一
般
に
老
大
な
費
用
と
労
力
と
を
伴
う
の
で
あ
っ
て
、
律
令

国
家
の
か
か
る
事
業
の
可
能
な
の
は
、
公
地
公
民
制
よ
り
得
る
莫
大
な
財
力
と
労
力
と
に
基
づ
く
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
律
令
制
の
哀
頭
、
荘
闘
の
発
達
に
よ
る
国
家
財
．
ふ
の
減
少
は
、
道
路
・
橋
梁
の
維
持
、
建
設
を
困
難
に
す
る
。
か
く
し
て
し
だ
い

に
交
通
路
は
衰
鼠
し
、

と
く
に
橋
梁
は
朽
廃
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
か
、

よ
り
簡
便
に
し
て
軽
費
な
る
渡
船
に
代
替
さ
れ
る
傾
向
が
と
ら
れ
る
。
さ
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ら
に
律
令
制
の
衰
額
に
伴
う
官
吏
並
に
公
役
の
為
の
民
衆
の
往
還
の
減
少
な
ら
び
に
国
家
貢
納
物
の
輸
送
畳
の
低
下
は
、
国
家
の
道
路
・
橋
梁

へ
の
関
心
と
熱
意
を
冷
却
せ
し
め
、

さ
ら
に
荘
園
の
発
達
に
伴
う
国
家
支
配
幽
の
縮
少
は
、

と
う
ぜ
ん
一
般
道
路
・
橋
梁
の
経
営
よ
り
国
家

が
、
手
を
引
か
ざ
る
を
得
な
い
事
態
を
導
く
に
至
っ
た
。
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文
治
元
年
鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
よ
り
、

従
前
律
令
政
府
の
執
り
行
っ
た
施
策
の
う
ち
少
な
か
ら
ぬ
も
の
が
幕
府
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。

交
通
路
の
国
家
経
営
は
、
ま
た
幕
府
経
営
に
移
行
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
律
令
政
府
と
鎌
倉
幕
府
と
で
は
、
政
権
と
し
て
の
性
格
に
本
質
的

な
相
違
が
あ
っ
た
。
律
令
政
府
は
、
公
地
公
民
制
の
上
に
立
ち
、
土
地
、
人
民
を
直
接
支
配
し
λ

し
た
が
っ
て
圏
内
の
施
設
、
経
営
に
全
般
的

な
責
任
を
有
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
鎌
倉
幕
府
は
こ
れ
と
異
な
り
、
そ
の
支
配
脳
外
に
立
つ
国
街
傾
・
本
所
傾
荘
園
は
、
国
内
に
充
満
し
、
幕

府
が
完
全
に
支
配
し
得
た
地
域
は
、
原
則
と
し
て
そ
れ
ら
よ
り
遥
に
狭
隆
な
直
轄
餌
の
み
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
国
符
甑
・
荘
園
内
の
経
営

は
、
在
庁
宮
人
ま
た
は
荘
園
領
主
・
在
地
領
主
な
ど
の
手
に
委
ね
ら
れ
、
幕
府
は
殆
ど
関
係
し
得
な
か
っ
た
。
交
通
路
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様

で
、
幕
府
は
そ
の
点
に
於
て
、
律
令
政
府
の
は
る
か
に
低
い
地
位
に
立
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
当
然
、
幕
府
は
、

一
般
的
に
道
路
e

橋
梁
の
経
営
・
建
設
に
消
極
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ
例
外
的
に
利
害
関
係
の
深
い
交
通
路
に
は
関
与
し
た
。
鎌
倉
市
街
及
び
京
都
六

波
羅
庁
の
軍
事
的
関
門
た
る
五
条
橋
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
そ
の
外
に
も
重
要
な
街
道
に
は
、
幕
府
は
そ
の
整
備
に
積
極
的
な
姿
勢
を
と
ら

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
幕
府
と
京
都
と
を
結
ぶ
東
海
道
及
び
幕
府
の
藩
扉
た
る
東
国
御
家
人
と
幕
府
と
を
結
ぶ
鎌
倉
街
道
は
、
そ
の

主
な
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
京
都
と
の
急
速
な
連
絡
の
た
め
駅
制
を
設
け
た
東
海
道
の
整
備
に
は
、
幕
府
は
強
い
関
心
を
示
し
た
に
相
違
な
い

（
辺
誠
尚
一
耕
一
…

ω校
一
間
一
信
）
が
、
し
か
し
何
れ
に
せ
よ
鎌
倉
幕
府
が
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
交
通
路
は
局
地
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。



さ
ら
に
そ
の
後
成
立
し
た
室
町
幕
府
は
、
鎌
倉
幕
府
に
比
し
て
は
る
か
に
弱
体
で
あ
り
、
そ
の
実
質
的
な
勢
力
範
囲
も
京
都
を
中
心
と
す
る

狭
院
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
室
町
幕
府
が
、
直
接
か
か
わ
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
そ
れ
以
外
に
及
ば
な
い
。
幕
府
が
関
係
し
た
橋
と
し

て
知
ら
れ
る
も
の
は
、
京
都
朱
雀
河
橋
並
に
淀
橋
（
東
寺
百
合
文
書
め
四
一
｜
五

O
）
や
京
都
三
条
橋
（
兼
宣
公
記
応
永
品
川
年
五
月
廿
四
日
）

な
ど
、
京
都
市
内
ゃ
、
そ
の
近
郊
に
限
ら
れ
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
。

鎌
倉
・
室
町
幕
府
が
、
交
通
路
の
整
備
に
尽
し
た
努
力
は
以
上
の
如
く
、
到
底
、
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
幕

府
の
地
方
官
的
存
在
た
る
守
護
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
守
護
は
、
元
来
そ
の
管
国
に
対
し
て
行
政
権
を
も
た
ず
、
臨
書
察
権
を
有
す
る
に
す
ぎ
な

ぃ
。
と
く
に
中
世
初
期
に
於
て
は
、
そ
の
地
位
は
低
く
、
荘
園
内
部
に
関
与
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
、
守
護
の
存
在
と
地
方
の
民
衆
生
活
と
の

間
の
関
係
は
極
め
て
稀
薄
で
あ
っ
た
。
か
か
る
守
護
が
、
領
内
経
営
や
民
衆
の
福
祉
向
上
の
為
の
社
会
施
設
に
冷
淡
な
の
は
当
然
で
あ
り
、
管

国
内
の
道
路
・
橋
梁
に
お
い
て
も
ま
た
そ
の
例
外
と
な
ら
な
か
っ
た
。
守
護
が
道
路
・
橋
梁
の
施
設
。
経
営
に
闘
心
を
払
う
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
彼
等
が
そ
の
領
内
を
実
質
的
に
支
配
し
、
大
名
化
し
つ
つ
あ
っ
た
室
町
時
代
以
降
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と
て
も
戦
国
時
代
以
前
に
於
て

は
そ
れ
程
顕
著
で
は
な
か
っ
た
。

3 

以
上
の
如
く
、
為
政
者
に
よ
る
交
通
路
・
橋
梁
等
の
建
設
が
、
き
わ
め
て
不
活
溌
な
中
世
に
於
て
、
彼
ら
の
怠
慢
を
補
っ
た
も
の
に
僧
侶
が

あ
っ
た
。
僧
侶
の
交
通
路
と
く
に
橋
梁
建
設
は
、
そ
の
公
共
性
か
ら
、
古
く
仏
典
が
、
善
行
の
随
一
と
し
て
奨
め
た
福
岡
思
想
に
よ
る
も
の
で
、

し
た
が
っ
て
僧
侶
の
か
か
る
面
に
於
け
る
活
動
は
、
中
世
以
前
に
遡
る
の
で
あ
る
。
と
く
に
中
世
は
宗
教
の
権
威
が
高
く
、
僧
侶
の
社
会
的
活

動
の
華
々
し
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
の
交
通
路
な
ど
公
共
事
業
に
携
っ
た
例
は
、
き
わ
め
て
多
い
。
例
え
ば
、
東
大
寺
再
建
の
勧
進
僧
俊
乗

一
民
草
源
は
、
十
ケ
所
に
余
る
湯
舎
、
多
く
の
道
路
の
外
、
渡
辺
橋
、
長
柄
橋
、
清
水
寺
橋
及
び
勢
多
橋
の
建
設
に
関
係
し
、

（
南
無
阿
弥
陀
仏
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作
善
集
）
相
模
極
楽
寺
の
忍
性
菩
薩
も
種
々
な
善
行
の
外
に
、
道
路
の
修
築
七
十
一
ケ
所
、
架
橋
実
に
百
入
十
九
ケ
所
に
及
ん
で
い
る
。

性

公
大
徳
本
朝
高
僧
伝
）
か
か
る
事
例
は
、
外
に
も
き
わ
め
て
多
い
。

中
世
に
於
て
、
交
通
路
に
対
す
る
為
政
者
の
消
極
的
態
度
を
僧
侶
が
よ
く
こ
れ
を
補
完
し
た
が
、
し
か
し
乍
道
路
・
橋
梁
の
建
設
の
主
体
と

な
る
も
の
は
、
決
し
て
こ
れ
ら
政
治
権
力
や
宗
教
家
で
は
な
く
し
て
、

日
常
つ
ね
に
そ
れ
を
利
用
し
、
必
要
と
す
る
現
地
の
領
主
や
民
衆
に
外

な
ら
な
か
っ
た
。

佼
乗
房
重
源
や
忍
性
菩
薩
そ
の
外
僧
侶
に
よ
る
数
多
い
架
橋
も
、
彼
等
は
技
術
的
指
導
者
、
労
働
力
の
糾
合
者
と
し
て
の
立
場
に
立
つ
も
の

で
あ
っ
て
、
架
橋
工
事
の
実
際
に
当
っ
た
も
の
は
、
現
地
民
衆
自
身
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

中
世
人
が
、

一
般
に
国
家
や
為
政
者
よ
り
う
け
る
保
護
は
薄
く
、
自
己
の
生
活
は
、
自
己
の
力
で
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
道
路
や
橋
に

つ
い
て
も
同
様
で
、
そ
の
施
設
を
為
政
者
に
倹
つ
よ
り
も
、
在
地
領
主
や
現
地
名
主
、
百
姓
等
が
自
己
の
力
で
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
一

般
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
施
設
が
一
荘
一
村
で
は
、
及
び
得
な
い
場
合
に
は
、
僧
侶
な
ど
の
積
極
的
な
活
動
も
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う

が
、
自
己
の
郷
土
ま
た
は
荘
園
内
の
小
規
模
な
橋
や
渡
に
は
、
荘
園
や
民
衆
が
自
ら
そ
の
事
に
当
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

道
路
や
橋
な
ど
の
交
通
路
は
、
近
傍
民
衆
の
日
常
利
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
広
汎
か
つ
遠
隔
の
無
隈
の
旅
人
が
利
用
す
る
公
共

施
設
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
中
世
に
於
て
は
交
通
路
の
公
共
性
は
忘
却
さ
れ
が
ち
で
あ
る
o

中
世
社
会
に
於
て
は
、

一
般
に
荘
固
ま
た
は
村
落
単
位
の
濃
厚
な
自
給
自
込
経
済
生
活
が
支
配
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
隣
接
社
会
と
の
交

渉
は
多
く
稀
薄
で
、
中
世
人
の
意
識
す
る
社
会
凶
は
、
狭
障
に
し
て
閉
鎖
的
で
あ
っ
た
。
中
世
末
期
、
荘
園
の
崩
壊
、
村
落
相
互
の
聯
合
、
商

業
の
発
達
、
大
名
領
の
成
立
な
ど
の
社
会
的
、
経
済
的
な
発
展
に
蛇
行
し
て
、
自
給
自
足
経
済
は
し
だ
い
に
崩
れ
、
人
々
の
社
会
聞
と
視
野
と

は
、
漸
次
拡
大
さ
れ
た
が
、

一
般
に
は
、
中
世
人
が
自
己
の
郷
土
と
し
て
意
識
す
る
地
域
範
囲
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
。
か
か
る
閉
鎖
的
な
社

会
人
は
、
外
と
の
交
渉
・
関
係
の
稀
薄
性
か
ら
し
て
二
般
に
郷
土
以
外
の
人
々
に
対
し
て
、
親
近
感
も
恩
恵
感
も
抱
か
ず
、
し
た
が
っ
て
彼
等



に
は
、
郷
土
を
越
え
て
、
広
く
一
般
社
会
の
為
に
尽
そ
う
と
す
る
公
共
精
神
が
育
成
さ
れ
難
い
。
こ
の
こ
と
は
中
世
に
於
て
交
通
施
設
、
公
共

施
設
の
未
発
達
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
醐
一
州
諸
説
書
官
）

古
代
か
ら
中
世
へ
の
過
程
に
於
て
、
交
通
路
と
く
に
橋
が
一
路
改
善
の
方
向
に
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
明
瞭
で
な
く
、
む
し
ろ

否
定
的
と
も
考
え
ら
れ
る
。
河
川
横
断
の
発
毘
段
階
は
、

一
般
に
徒
渉
｜
↓
渡
部
｜
↓
橋
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
す
で
に
古
代
に
架
橋
さ
れ
て

い
た
河
川
が
、
中
世
に
入
り
渡
船
に
退
化
し
た
例
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
富
士
河
は
、
古
〈
示
和
二
年
六
月
の
太
政
官
符
に

は
、
浮
橋
が
架
せ
ら
れ
て
あ
る
が
、

（
類
以
旅
三
代
格
二
六
）
中
世
で
は
、
殆
ん
ど
渡
治
で
あ
り
（
海
道
記
・
梅
花
無
尽
離
）

3γ
家
物
語
d

や

庁
太
平
記
4

に
正
比
さ
れ
た
、

で
一
＝
口
謎
郷
記
弘
J

｛
治
二
年
十
月
）
船
で
渡
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
が
拾
芥
抄
占
に
は
、
中
世
の
三
大
橋
と
し
て
瀬
多
橋
、
宇
治
橋
、
山
崎
橋
（
ま
た
は
淀
橋
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
て
も

中
世
会
代
を
通
じ
て
、
不
断
に
除
仰
が
常
設
さ
れ
て
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
こ
の
う
ち
淀
に
は
、
鎌
倉
時
代
渡
的
が
多
く
（
諸
問
時
一
拍
）
、
字

奈
良
に
下
向
し
た
時
は
橋
で
な
く
船
で
渡
っ
て
い
る
。
（
イ
一
m
M批
判
一
一
州
防
十
）

（
平
家
物
語
三
・
吾
妻
鏡
文
治
三
年
十
月
廿
八
日
・
効
仲
記
弘
安
七
年
九
月

三
河
矢
作
河
の
椅
も
、
そ
の
後
消
滅
し
、

天
文
§
弘
治
の
頃
、

述
欣
師
宗
畏
（
一
良
国
紀
行
〉

や
山
科
言
継
も

治
橋
も
建
永
元
年
十
月
道
助
法
親
王
が
、
東
大
寺
受
戒
の
た
め
、

瀬
多
橋
も
ま
た
、
中
世
を
通
じ
橋
を
欠
〈
場
合
が
少
な
く
な
い
。

十
日
・
圏
域
寺
文
書
・
東
国
紀
行
）

以
上
は
主
と
し
て
幹
道
で
る
る
が
、

一
般
に
も
私
が
中
世
の
記
録
、
文
書
な
ど
を
通
規
し
て
得
た
印
象
に
よ
れ
ば
、
波
泊
は
、
橋
に
比
し
て

よ
り
多
く
、
中
世
は
ま
だ
橋
の
時
代
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
前
段
階
た
る
渡
船
の
時
代
に
す
ぎ
な
い
。
中
世
の
関
所
手
形
に
、
関
渡
、
又
は
関

舟
渡
に
対
す
る
勘
過
状
の
多
い
の
も
、

か
か
る
推
測
を
助
け
る
も
の
と
な
ろ
う
。

（
妙
興
寺
文
書
妙
前
田
家
文
書
u

蔭
涼
軒
目
諒
克
正
三
年
十

月
三
日
）

中
世
に
於
て
は
未
だ
渡
船
が
、

一
般
的
に
優
勢
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
古
代
の
橋
が
中
世
に
入
っ
て
渡
船
に
退
歩
し
た
例
も
少
な
く
な
く
、

中
世
交
通
路
の
一
考
察
（
新
城
）

五
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ま
た
橘
を
常
と
し
な
が
ら
も
、
朽
廃
と
修
理
と
の
聞
に
永
い
空
白
期
間
が
あ
り
、
旅
人
は
大
な
る
不
便
を
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

中
世
に
渡
航
加
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
の
多
く
が
、
架
橋
技
術
の
未
発
達
に
負
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
古
代
・
近
世
の
如

く
、
国
家
的
立
場
か
ら
交
通
路
の
整
備
、
建
設
を
図
る
政
治
権
力
が
、
中
世
に
乏
し
く
、
交
通
路
の
整
備
が
経
済
力
の
弱
小
な
か
っ
－
公
共
心
の

之
し
い
現
地
小
勢
力
、
民
衆
に
委
ね
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
等
の
需
要
度
の
低
さ
は
、
多
く
の
場
合
、
渡
船
で
間
に
合
い
、

か
っ
渡
船
は
橋
に
比
し
て
よ
り
軽
費
で
あ
る
。
さ
ら
に
治
水
設
備
の
き
わ
め
て
不
備
な
中
世
に
於
て
、
河
川
の
汎
濫
は
常
時
的
で
あ
り
、
そ
の

度
毎
に
橋
梁
の
流
失
は
必
然
的
で
あ
る
。
現
地
人
が
年
々
架
け
替
え
の
経
済
的
負
担
に
耐
え
ず
、
渡
船
を
撰
ん
だ
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

ζ

の

こ
と
は
、
資
力
、
労
力
に
富
む
幕
府
等
の
権
力
や
公
共
性
に
立
つ
僧
侶
の
努
力
が
上
記
の
例
に
そ
の
一
端
が
覗
れ
る
如
く
、
渡
船
に
で
は
な
く

専
ら
橋
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

4 

現
地
関
係
者
の
交
通
路
に
対
す
る
公
共
意
識
の
低
さ
は
、
さ
ら
に
道
路
の
破
壊
或
い
は
そ
の
耕
地
化
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
平
安
末

永
治
の
頃
で
あ
る
が
、
東
大
寺
領
美
濃
茜
部
荘
と
こ
れ
に
隣
接
す
る
平
田
荘
と
の
聞
の
平
田
大
路
が
、
平
田
荘
側
か
ら
割
き
取
ら
れ
。
同
荘
の

加
納
地
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
（
京
一
拝
一
諮
問
問
即
位

ι…献…知）

か
く
の
如
く
道
路
と
い
う
公
共
的
な
も
の
へ
の
侵
略
と
、
そ
の
耕
地
化
H
私
有
化
の
危
険
は
、
常
に
存
在
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
荘
園
の
坪
付

の
な
か
に
、
往
々
、

一
坪
が
一
町
を
超
え
る
も
の
が
あ
る
。
も
と
よ
り
一
坪
は
面
積
一
町
で
あ
る
が
、
時
折
一
町
を
超
え
て
一
町
二
反
、

町

三
反
等
に
及
ぶ
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
十
分
明
白
で
な
い
が
、
そ
の
坪
に
接
属
す
る
道
路
を
浸
蝕
し
て
、
耕
地
化
し
坪
の
中
に

編
み
込
ん
だ
場
合
も
十
分
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
道
路
の
耕
地
化
の
外
、
道
路
を
破
壊
し
て
私
益
に
利
す
る
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、
明
応
三
年
頃
、
伊
勢
倭
村
百
姓
等
一
二
百
二
十
－
人



及
び
同
三
賀
野
衆
二
十
入
人
合
せ
て
百
姓
三
百
四
十
九
人
の
起
詩
文
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
の
一
条
の

大
道
を
損
、
む
め
っ
ち
に
不
可
取
之

と
の
文
面
が
注
意
さ
れ
る
。

（
成
明
寺

X
室
田
）
恐
ら
く
農
民
が
道
路
の
土
を
堀
り
崩
し
て
、
臼
分
ら
の
田
昌
の
あ
ぜ
土
に
で
も
な
そ
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
う
。

と
か
く
公
共
物
は
、
私
益
の
前
に
破
壊
の
危
冷
に
さ
ら
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
私
益
と
公
共
と
の
争
魁
は
、
坦
時
代
的
で
、

ひ

と
り
中
位
に
限
る
も
の
で
は
な
い
が
、
古
代
＠
近
世
に
於
て
は
、
村
落
を
超
え
た
権
力
が
、
在
地
民
衆
の
私
欲
を
押
さ
え
て
道
路
の
公
共
性
を

護
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
中
世
で
は
、

一
般
に
か
か
る
規
制
力
は
脆
弱
で
、
現
地
の
放
恋
に
一
委
ね
ら
れ
が
ち
で
あ
り
、
為
に
彼
等
の

私
益
が
と
か
く
優
越
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
の
如
く
、
既
成
の
交
通
路
の
縫
持
が
必
ず
し
も
容
易
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
私
益
と
衝
突
し
易
い
道
路
。
福
梁
の
新
設
・
延
長
。
幅

員
の
拡
張
な
ど
は
一
一
層
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
、
覚
喜
の
頃
、
東
大
寺
の
申
請
に
よ
り
、
奈
良
南
院
郷
の
路
次
の
幅
員
を
、
沿
道

の
少
屋
・
築
地
な
ど
を
破
却
し
て
拡
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
（
4
軌
棟
以
…
町
一
幹
均
一

KEFmc）
翌
日
の
新
設
、
偏
見
の
拡
大
は
、
市
街
地
の
場
合
は

か
く
の
如
く
家
屋
の
撤
去
を
伴
い
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
農
村
で
は
、
田
自
国
の
取
り
潰
し
の
上
で
始
め
て
実
現
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
に
相

途
な
い
。
か
か
る
湯
合
国
自
H
H
私
益
の
前
に
、
道
路
H
公
共
が
打
ち
克
つ
こ
と
は
一
般
に
困
難
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

5
0

5 

以
上
の
如
く
、
中
世
の
道
路
。
橋
梁
は
、
多
く
の
現
地
人
の
手
に
よ
り
経
営
さ
れ
た
が
、
そ
の
資
力
、
労
力
の
動
員
力
の
限
定
性
と
彼
等
の

公
共
精
神
の
低
さ
と
は
、
必
然
的
に
交
通
路
の
公
共
性
を
兄
夫
わ
せ
、
そ
の
質
的
白
量
的
な
充
展
と
を
妨
げ
る
。
さ
ら
に
中
世
人
が
自
己
の
村

落
内
部
の
交
通
路
を
、
自
己
社
会
以
外
の
木
知
な
る
旅
人
に
開
放
し
て
無
料
利
用
を
認
め
る
こ
と
な
く
、
通
行
料
H
関
税
を
普
遍
的
に
徴
し
て

中
世
交
通
路
の
一
考
察
（
新
城
）

五
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四

い
た
事
実
も
、
ま
た
そ
の
理
由
の
一
端
を
中
世
社
会
の
閉
鎖
性
と
公
共
精
神
の
低
さ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

永
古
干
の
頃
、
来
朝
し
た
朝
鮮
の
一
使
節
は
報
告
蓄
の
中
で
、
次
の
よ

5
に
伝
え
て
い
る
。

（
世
宗
実
銀
四
十
一
二
）

大
江
に
は
す
な
わ
ち
舟
橋
を
設
け
、
渓
聞
に
は
年
楼
を
設
く
、
そ
の
傍
に
居
る
も
の
、
そ
の
橋
の
税
を
掌
り
、
界
人
を
過
ご
さ
し
む
。

銭
十
文
或
は
五
文
を
納
む
、
そ
の
橋
の
大
小
を
〈
み
て
こ
れ
を
納
め
、
も
っ
て
後
日
修
補
の
資
と
な
す
。

事
実
、
中
世
に
於
て
橋
賃
の
徴
収
は
普
通
的
な
現
象
で
る
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
徴
収
が
、
か
く
の
如
く
、
単
に
後
日
の
修
理
費
捻
出

の
た
め
の
み
な
ら
ば
、
旅
人
に
と
り
必
ら
ず
し
も
多
大
な
負
担
と
は
な
ら
な
か
っ
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
の
一
一
使
節
の
見
た
こ
の
風
最
は
、
発
生
史

的
に
は
真
実
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
こ
れ
は
全
く
空
文
化
し
、
橋
賃
の
名
目
の
も
と
に
、
旅
人
は
莫
大
な
負
担
を
強
い
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
橋
賃
の
蓄
積
が
す
べ
て
次
の
橋
の
建
設
費
に
充
当
さ
れ
る
な
ら
ば
、
橋
の
改
善
や
さ
ら
に
は
そ
の
技
術
的
発
達
も
期
待
さ
れ
る
。

し
か
し
橋
賃
は
、
関
所
と
と
も
に
、
橋
の
修
理
授
と
い
う
本
来
的
な
意
味
を
全
く
失
っ
て
、
橋
の
持
主
の
私
腹
を
肥
す
財
源
と
な
る
に
す
ゲ
な

く
な
っ
た
。

鎌
倉
末
、
武
蔵
称
名
寺
と
天
龍
河
及
び
下
総
高
野
橋
と
の
関
係
（
金
津
文
庫
古
文
書
）
室
町
の
中
頃
、
京
都
四
方
寺
が
、
近
江
沼
入
郷
横
田

河
の
橋
公
事
を
所
有
し
（
蔭
涼
軒
目
録
長
禄
四
年
五
月
二
日
・
山
中
文
書
）
文
明
の
頃
、
伊
勢
参
宵
街
道
の
清
水
橋
の
橋
賃
を
、
同
地
の
長
野

氏
が
知
行
し
た
（
三
園
地
誌
）
な
と
何
れ
も
そ
の
例
で
あ
る
。

橋
の
み
な
ら
ず
、
道
路
が
旅
人
の
為
に
容
易
に
開
放
さ
れ
ず
、
高
額
の
利
用
料
を
徴
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
、
道
路
の
私
有
観
の
結
果
に
外

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
関
所
の
濫
設
で
あ
る
。
中
世
と
〈
に
南
北
朝
期
以
降
畿
内
を
中
心
と
し
て
、
亙
る
所
関
所
の
溢
設
き
れ
た
こ
と
は
周
知

の
事
実
で
あ
る
。
伊
勢
は
日
永
・
桑
名
四
里
の
聞
の
六
十
余
関
（
輯
古
帖
三
）
文
明
の
頃
、
伊
勢
一
国
の
百
廿
関
等
（
真
盛
上
人
往
生
伝
記
）

は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

道
路
上
の
関
税
発
生
の
理
由
は
、

道
路
の
私
有
意
識
に
基
づ
く
利
用
料
の
徴
収
で
あ
ろ

都
々
考
え
得
ら
れ
よ
う
が
、



う
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時
代
の
降
下
に
伴
い
、
村
蕗
の
閉
鎖
性
が
徐
々
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
は
、
交
通
路
の
発
展
に
と
り
幸
し
た
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
道
路
史
上
注
目
す
べ
き
は
、
戦
国
時
代
で
あ
っ
て
、
大
名
鎮
の
形
成
は
、
道
路
の
上
に
多
大
の
変
革
を
粛
ら
さ
ぎ
る
を
得
な
か
っ

た。

と
く
に
東
国
大
名
は
、

本
城
と
支
城
と
の
聯
絡
な
ど
の
外
軍
事
的
要
請
か
ら
、

領
内
道
路
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、

や
が
て
織
豊
政
権

か
ら
徳
川
幕
府
の
成
立
へ
と
、
幕
府
体
制
の
生
成
、
発
展
に
と
も
な
い
交
通
路
は
、
漸
次
整
備
キ
己
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
（
尚
一
組
組
時
）
し
か
し
、

こ
れ
と
て
も
主
と
し
て
領
内
の
幹
線
道
路
で
あ
っ
て
、
村
落
内
の
小
路
に
つ
い
て
は
、
藩
権
力
は
殆
ん
ど
介
入
し
な
か
っ
そ
。
そ
れ
ら
は
中
世

以
来
の
村
落
共
同
体
に
委
ね
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
に
も
村
落
成
員
の
個
人
的
利
益
と
公
共
と
の
争
魁
は
、
繰
り
返
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

共
同
体
的
な
規
制
力
が
た
え
ず
私
益
を
抑
制
し
て
、
道
路
の
維
持
が
図
ら
れ
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

中
世
交
通
路
の
一
考
察
（
新
城
）
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